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お客様各位  
  
『新訂　不動産登記訴訟の実務　請求の趣旨を中心として』の補訂について  
  
『新訂　不動産登記訴訟の実務　請求の趣旨を中心として』において、増刷（第2刷）にあたり添付の
下線箇所を補訂していますので、ご案内いたします。 

第一法規株式会社    
〒107-8560  東京都港区南青山2-11-17  

  https://www.daiichihoki.co.jp/    
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